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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県職員の特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則（※） （人事課取扱い）１

○鹿児島県事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める

規則の一部を改正する規則（※） （市町村課取扱い）２

○保健所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則（※）

（保健医療福祉課取扱い）２

○鹿児島県食品行商取締条例施行規則を廃止する規則（※） （生活衛生課取扱い）２

○動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則（※）

（生活衛生課取扱い）２

○食品衛生法施行細則の一部を改正する規則（※） （生活衛生課取扱い）３

○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部を改正する規則（※）

（生活衛生課取扱い）５

○漁港漁場整備法施行細則の一部を改正する規則（※） （漁港漁場課取扱い）５

○鹿児島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の一部を改正する規則（※）

（都市計画課取扱い）５

○鹿児島県証紙条例施行規則の一部を改正する規則（※） （会計課取扱い）７

教 育 委 員 会 規 則

○鹿児島県学校職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則（※）

（教職員課取扱い）８

県立病院局企業管理規程

○鹿児島県立病院事業会計規程の一部を改正する規程（※） （県立病院課取扱い）８

鹿児島県職員の特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月27日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第13号

鹿児島県職員の特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則

鹿児島県職員の特殊勤務手当支給規則（昭和35年鹿児島県規則第98号）の一部を次のように

改正する。

第３条第１項第２号中「第４条第１項第２号」の次に「及び第３号」を加え，同項第３号中

「第４条第１項第３号」を「第４条第１項第４号」に改め，同項第４号中「第４条第１項第４

号」を「第４条第１項第５号」に改め，同項第５号中「第４条第１項第５号」を「第４条第１

項第６号」に改め，同条第２項ただし書中「第４条第１項第５号」を「第４条第１項第６号」

に改め，同項第１号中「第５号」を「第６号」に改め，同条第３項ただし書中「第４条第１項

第５号」を「第４条第１項第６号」に改める。

第13条第２項中「250円」を「300円」に改める。

第43条第２項中「300円」の次に「（知事が人事委員会と協議して定める道路補修作業に従
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事した場合にあつては，350円）」を加える。

第53条中「第４条第１項第５号」を「第４条第１項第６号」に改める。

附 則

１ この規則中第３条及び第53条の改正規定並びに次項の規定は公布の日から，その他の規定

は令和２年４月１日から施行する。

２ 改正後の鹿児島県職員の特殊勤務手当支給規則第３条及び第53条の規定は，令和２年２月

１日から適用する。

…………………………………………………

鹿児島県事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則の

一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月27日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第14号

鹿児島県事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規

則の一部を改正する規則

鹿児島県事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則

（平成12年鹿児島県規則第88号）の一部を次のように改正する。

別表くらし保健福祉部の表４の項を削る。

附 則

この規則は，動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例（令和２年鹿児島県条

例第17号）附則第１項ただし書の規則で定める日から施行する。

…………………………………………………

保健所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月27日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第15号

保健所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

保健所の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和39年鹿児島県規則第54号）の一部を次の

ように改正する。

別表４の項中「430」を「440」に改める。

附 則

この規則は，令和２年４月１日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県食品行商取締条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。

令和２年３月27日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第16号

鹿児島県食品行商取締条例施行規則を廃止する規則

鹿児島県食品行商取締条例施行規則（昭和25年鹿児島県規則第107号）は，廃止する。

附 則

この規則は，令和３年６月１日から施行する。

…………………………………………………

動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月27日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第17号

動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（昭和55年鹿児島県規則第14号）の一部を次のよ

うに改正する。

題名を次のように改める。

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月27日（金）第92号の２
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鹿児島県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

第１条中「動物の愛護及び管理に関する条例」を「鹿児島県動物の愛護及び管理に関する条

例」に改める。

別記第２号様式中「動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」を「鹿児島県動物の愛護及

「 「

鹿児島県
鹿児島県

収入証紙
び管理に関する条例施行規則」に， を 収入証紙 に改める。

ちよう付
貼付欄

欄

」 」

別記第３号様式（表）中「動物の愛護及び管理に関する条例」を「鹿児島県動物の愛護及び

管理に関する条例」に改め，同様式（裏）中「動物の愛護及び管理に関する条例」を「鹿児島

県動物の愛護及び管理に関する条例」に，「第34条第１項」を「第37条の３第１項」に，「第

24条の４」を「第24条の４第１項」に，「又は法」を「，第24条の２第３項，第25条第５項又

は」に改める。

別記第４号様式中「動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」を「鹿児島県動物の愛護及

び管理に関する条例施行規則」に改める。

附 則

１ この規則は，令和２年６月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現に交付されている改正前の動物の愛護及び管理に関する条例施行規

則別記第３号様式による身分証明書は，改正後の鹿児島県動物の愛護及び管理に関する条例

施行規則別記第３号様式による身分証明書とみなす。

…………………………………………………

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月27日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第18号

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則

食品衛生法施行細則（昭和33年鹿児島県規則第８号）の一部を次のように改正する。

第２条中「第９条第１項」を「第10条第１項」に改める。

第３条を次のように改める。

（検査命令書）

第３条 政令第５条第１項の検査命令書は，検査命令書（別記第１号様式）によるものとする。

第４条中「別記第１号様式」を「別記第１号様式の２」に改める。

別記第１号様式を別記第１号様式の２とし，附則の次に次の１様式を加える。
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鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月27日（金）第92号の２

別記

第１号様式（第３条関係）

検査命令書

指令第 号

住所

（法人にあつては，主たる事務所の所在地）

氏名

（法人にあつては，名称及び代表者の氏名）

食品衛生法第26条第１項の規定により，下記のとおり検査を受けることを命じます。

年 月 日

鹿児島県知事 印

記

１ 検査を受けるべき製品の名称

２ 製造所又は加工所の名称及び所在地

３ 検査の項目

４ 試験品の採取方法

５ 検査の方法

６ 検査を受けるべき製品の製造又は加工の期間

７ 検査を受けるべきことを命ずる具体的な理由

（教示）

この処分について不服があるときは，行政不服審査法（平成26年法律第68号）の定めると

ころによりこの書面を受けた日の翌日から起算して３月以内に厚生労働大臣に対して審査請

求をし，又は行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の定めるところによりこの書面を受

けた日の翌日から起算して６月以内に県を被告として（訴訟において県を代表する者は知事

となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし，審査請求をした場

合には，処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起

算して６月以内に提起しなければなりません。
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鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月27日（金）第92号の２

附 則

この規則中第３条及び第４条の改正規定並びに別記第１号様式を別記第１号様式の２とし，

附則の次に次の１様式を加える改正規定は公布の日から，その他の規定は令和２年６月１日か

ら施行する。

…………………………………………………

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公

布する。

令和２年３月27日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第19号

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部を改正する規則

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則（平成４年鹿児島県規則第18号）

の一部を次のように改正する。

別記第５号様式中「第35条第12号」を「第35条第３号」に改める。

附 則

この規則は，令和３年６月１日から施行する。

…………………………………………………

漁港漁場整備法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月27日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第20号

漁港漁場整備法施行細則の一部を改正する規則

漁港漁場整備法施行細則（昭和48年鹿児島県規則第19号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「１年」を「10年」に改める。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月27日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第21号

鹿児島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の一部を改正する規則

鹿児島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則（昭和61年鹿児島県規則第８号）の一部を次

のように改正する。

第３条第３項中第６号を第７号とし，第５号の次に次の１号を加える。

 浄化槽管理士が条例第10条第８項の研修を受講したことを証する書類（登録の有効期間

の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者が登録の申請をする場合に限る。）

第８条の次に次の１条を加える。

（研修等）

第８条の２ 条例第10条第８項の規定により浄化槽管理士が受ける研修は，次に掲げる事項に

ついて知事が別に指定する者が行う研修とする。

 浄化槽行政の動向に関する事項

 浄化槽の構造と機能に関する事項

 浄化槽の保守点検と清掃に関する事項

 地域における浄化槽情報に関する事項

 その他浄化槽の保守点検の業務に関し必要な事項

２ 浄化槽保守点検業者は，浄化槽管理士に，前項の研修を登録の有効期間ごとに１回以上受

けさせなければならない。ただし，当該有効期間満了の日前３年以内において，浄化槽管理

士が浄化槽管理士免状の交付を受けている場合又は浄化槽管理士が他の都道府県（保健所を

設置する市又は特別区を含む。以下この項において同じ。）若しくは他の都道府県の長が指
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定する者が行う前項各号の事項に係る研修を受けた場合は，この限りでない。

別記第１号様式中

「
営業所の名称及び所在地並びに当該営業所に置かれる浄化槽管理士の氏名，その者が

交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号及び交付年月日

営 業 所 浄 化 槽 管 理 士

所 在 地 免 状フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ
郵 便 番 号

名 称 氏 名 交付番号 交付年月日電 話 番 号

」

を

「
営業所の名称及び所在地並びに当該営業所に置かれる浄化槽管理士の氏名，浄化槽管

理士免状の交付番号及び交付年月日並びに鹿児島県浄化槽保守点検業者登録条例第10

条第８項の研修の受講年月日及び受講予定年度

営 業 所 浄 化 槽 管 理 士

郵 便 番 号 免 状 研 修
フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ

所 在 地 交 付 番 号 受 講 年 月 日
名 称 氏 名

電 話 番 号 交 付 年 月 日 受講予定年度

」

に改め，同様式備考中備考を備考１とし，同様式備考に次のように加える。

２ 受講年月日の欄には，現在の登録の有効期間内における研修の受講年月日を記載す

ること。

３ 受講予定年度の欄には，この申請により見込まれる新たな登録の有効期間内におけ

る研修の受講予定年度を記載すること。

附 則

この規則中第８条の次に１条を加える改正規定及び別記第１号様式の改正規定は令和２年４

月１日から，その他の規定は令和５年４月１日から施行する。

…………………………………………………
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鹿児島県証紙条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月27日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第22号

鹿児島県証紙条例施行規則の一部を改正する規則

鹿児島県証紙条例施行規則（昭和39年鹿児島県規則第３号）の一部を次のように改正する。

「
毒物劇物製造業等登録申請経由手数料

毒物劇物製造業等登録更新手数料

毒物劇物製造業等登録更新申請経由手数料
別表第１中 を

毒物劇物取扱者試験手数料

毒物劇物製造業等登録変更手数料

毒物劇物製造業等登録変更申請経由手数料
」

「
毒物劇物製造業等登録更新手数料

毒物劇物取扱者試験手数料 に，

毒物劇物製造業等登録変更手数料
」

「
鹿児島県食品行商取締条 食品行商許可手数料

例（昭和25年鹿児島県条

例第55号）第６条

自動車運転免許試験場使 自動車運転免許試験場使用料 を

用料徴収条例（昭和30年

鹿児島県条例第47号）第

１条
」

「
自動車運転免許試験場使 自動車運転免許試験場使用料

用料徴収条例（昭和30年
に，「動

鹿児島県条例第47号）第

１条
」

物の愛護及び管理に関する条例」を「鹿児島県動物の愛護及び管理に関する条例」に改める。

附 則

この規則中別表第１の改正規定（

「
毒物劇物製造業等登録申請経由手数料

毒物劇物製造業等登録更新手数料

毒物劇物製造業等登録更新申請経由手数料
を

毒物劇物取扱者試験手数料

毒物劇物製造業等登録変更手数料

毒物劇物製造業等登録変更申請経由手数料
」

「
毒物劇物製造業等登録更新手数料

毒物劇物取扱者試験手数料 に改める部分に限る。）は令和２年

毒物劇物製造業等登録変更手数料
」

４月１日から，同表の改正規定（「動物の愛護及び管理に関する条例」を「鹿児島県動物の愛

護及び管理に関する条例」に改める部分に限る。）は同年６月１日から，その他の規定は令和

３年６月１日から施行する。

教 育 委 員 会 規 則
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鹿児島県学校職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月27日

鹿児島県教育委員会教育長 東條広光

鹿児島県教育委員会規則第３号

鹿児島県学校職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則

鹿児島県学校職員のへき地手当等に関する規則（昭和46年鹿児島県教育委員会規則第２号）

の一部を次のように改正する。

「内之浦小学校

川上小学校 「内之浦小学校

別表第１中 内之浦中学校 を 内之浦中学校

川上中学校 肝付町立肝付町内之浦学校給食

肝付町立肝付町内之浦学校給食センター」

に改める。

センター」

附 則

この規則は，令和２年４月１日から施行する。

鹿児島県立病院事業会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。

令和２年３月27日

鹿児島県県立病院事業管理者 福元俊孝

鹿児島県県立病院局企業管理規程第１号

鹿児島県立病院事業会計規程の一部を改正する規程

鹿児島県立病院事業会計規程（平成18年鹿児島県県立病院局企業管理規程第15号）の一部を

次のように改正する。

第43条第１項中第６号を削り，第７号を第６号とし，第８号から第15号までを１号ずつ繰り

上げる。

別表第１費用勘定の表中

「
賃金 臨時又は非常勤の

職員の報酬又は賃 を削る。

金
」

別表第２収益的収入及び支出の表中

「
賃金 を削る。

」

附 則

この規程は，令和２年４月１日から施行する。

県立病院局企業管理規程


